
令和５年(2023年)３月８日

中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会資料

環 境 部 環 境 課

「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業」に係る

環境影響評価書案に対する区長意見の提出について

（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業に係る環境影響評価

書案（以下「評価書案」という。）について、東京都環境影響評価条例に基づき、評

価書案に対する区長意見を東京都知事あて提出したので、報告する。

１ 区長意見

別紙１のとおり

２ 環境影響評価手続きに係る主な経過

１月２３日～２月２１日 評価書案縦覧・閲覧期間

３月 ８日 都民からの意見書提出期限

３ 今後の予定

令和５年度以降 ・事業者が東京都知事あて「評価書案に係る見解書」提出

・東京都による「都民の意見を聴く会」の開催

・東京都知事が「東京都環境影響評価審議会」の答申を受

け、「評価書案審査意見書」を事業者あて送付

・事業者が東京都知事あて「環境影響評価書」提出

４ 参考

別紙２「事業者作成「環境影響評価書案」抜粋（４環境に及ぼす影響の評価の

結論）」のとおり
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別紙１

「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価書案」

に対する環境保全の見地からの区長意見

令 和 ５ 年 ３ 月

中 野 区

１．全体的な要望

事業の実施に際し、環境影響評価制度の目的である「環境の保全」について適正な

配慮がなされ、区民の健康で快適な生活の確保に資するために、必要な対策を講じる

とともに、今後も様々な機会を通じて、区民等へ情報提供されたい。

また、工事の実施にあたっては、本地区周辺で多くのまちづくり事業が同時期に実

施予定であることも踏まえ、関係機関等と十分に協議の上、影響の低減に配慮された

い。

２．環境影響評価の項目に係るもの

（１）騒音・振動

解体工事に当たっては、騒音・振動などの発生に対する周辺住民の理解を得ること

により周辺住民からの苦情や紛争を未然に防ぐ観点から、工事作業の内容について、

事前に周辺住民に対し十分に周知されたい。

また、本地区周辺では、本計画を含め複数の市街地再開発事業、街路事業が進めら

れており、将来の周辺の交通量は現行に比べ相当程度増加することも考えられること

から、可能な限り周辺開発による交通量変化を勘案し、更なる環境保全のための措置

を検討し、騒音・振動への影響の一層の低減に努めること。

（２）日影

当該建物は高さ約 260ｍの区内ではこれまでにない超高層ビルであり、日影の影響

範囲は北側の住居系地域等を含み広範囲にわたることから、地域への説明を適切に行

うこと。

（３）風環境

当該建物は高さ約 260ｍの区内ではこれまでにない超高層ビルであり、歩行者等の

安全確保を最大限考慮した防風対策を講じる必要がある。

区がかかわる公共的な事業であることに鑑み、今回環境影響評価書案で示された風

環境の影響や防風対策について地域への説明を適切に行うとともに、本案で示された

風環境評価指標の領域 B（低中層市街地相当）をさらに減ずる防風対策に取り組むこ

と。また、事後調査においても多角的にその効果の検証を行い、必要に応じて更なる

対策を講じること。

なお、強風時など街路樹への影響等が懸念されるため、本事業実施にあたっては、

倒木等への対策について考慮して進められたい。
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（４）景観

中野区景観方針では周辺の街並みとの調和への配慮を示しているが、本件建物は中

野通りや中野五丁目、中野四季の森公園側等への圧迫感が想定される。区がかかわる

公共的な事業であることに鑑み、建物の形態、意匠、色彩及び沿道緑化など、様々な

工夫により建物の圧迫感の軽減に向けた具体的対策を行うこと。

（５）温室効果ガス

国の温室効果ガス削減目標及び区のゼロカーボンシティ宣言をふまえ、将来におけ

る環境負荷を増大させないよう、可能な限りの二酸化炭素の排出削減に取り組むこと。

建築物の高断熱化に取り組むとともに、最新の高効率機器等を積極的に導入するな

ど、二酸化炭素の排出削減につながる技術や手法を検証し、最大限活用すること。

３．その他

（１）道路環境

次に掲げる事項について課題と認識しており、道路管理者及び交通管理者と協議の

うえ事業を実施されたい。

ア）計画建築物から生じる日陰による長期の路面凍結や積雪

イ）興行施設や商業施設設置による違法駐車や違法駐輪の発生
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